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高齢期
65歳～

公的年金（国民年金、厚生年金、共済年金）の加入者が
病気やけがによって日常生活や社会生活で困難が多くなった場合に、
障害に応じた額の年金が支給されます。

●初診日（初めててんかんで病院を受診した日）から1年6か月以上たって  
　いる。
●初診日において公的年金に加入している。
●一定の障害の状態にあること（発作がコントロールできていない）。
●てんかんと診断される前に、一定期間、年金を納付している。
　（20歳前の障害の場合は保険料納付の有無は問われません）
●65歳未満であること。

障害の程度や初診日に加入していた年金によって、
支給される金額が異なります。

日本年金機構ホームページで確認できます。
てんかんで障害年金を申請する場合には精神の障害用の基準を参照してください。
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身体や精神に障害のある児童を監護している父母等に対して
支給される手当です。

市町の担当窓口

受給者やその配偶者、扶養義務者
（同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など）の

前年の所得が一定の額以上のときは手当は支給されません。

て
ん
か
ん
を
知
る﹇
て
ん
か
ん
の
基
礎
知
識
﹈

て
ん
か
ん
と
暮
ら
す﹇
生
活
上
の
注
意
点
﹈

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た

て
ん
か
ん
と
社
会・生
活
支
援

医
療
費・生
活
費
の
サ
ポ
ー
ト

20歳未満で、身体または精神に中度以上の障害をお持ちのお子さ
んを家庭で監護している父もしくは母、または父母にかわってその
児童を養育している方（養育者）に対して支給される手当です。
障害の要件がありますので、病態が該当するかどうかは主治医に相
談してください。

※ 特 別 障 害 者 手 当 の み 対 象 です 。※ 障 害 児 福 祉 手 当 の み 対 象 です 。

市町の担当窓口

受給者やその配偶者、扶養義務者（同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など）の
前年の所得が一定の額以上のときは手当は支給されません。

障害の要件がありますので、病態が該当するかどうかは主治医に相談してください。

日常生活において常時特別の介護
を必要とする20歳以上の在宅の重
度障害者に支給される手当です。

日常生活において常時介護を必要
とする20歳未満の在宅の重度障
害児に支給される手当です。

老齢、障害、死亡したときに国が年金を支給し所得を保障する制度です。
原則20歳から60歳までのすべての人が加入する義務があります。

そもそも年金保険制度とは？

申請の際に、本人または家族が発病から現在までの経過を申立書に記入
する必要がありますので、記録をとっておくことが大切です。

20歳前初診、国民年金加入者 → 住所地の市町の国民年金担当課
厚生年金加入者 → 社会保険事務所
共済年金加入者 → 各共済組合

必要な書類を準備して、初診日に加入していた年金の窓口
で手続きを行います。

《 参考 》 厚生労働省ホームページ、長崎県ホームページ

《 参考 》 厚生労働省ホームページ、長崎県ホームページ


